「介護予防支援」及び「介護予防ケアマネジメント」

重要事項説明書（兼利用契約書）
大月町地域包括支援センター

令和8年4月1日改正
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第２部　利用契約書（ｐ10～14）



第一章　総則・・・・・・・・・・・・10P
　第1条　契約の目的及び内容
　第2条　契約期間

　第3条　介護予防サービス計画又は介護
予防ケアマネジメントにおける
ケアプランの決定

　第4条　ケアプラン作成後の便宜の供与
　第5条　ケアプランの変更
　第6条　介護保険施設への紹介
　第7条　担当職員の交替等
第二章　サービスの利用と料金の支払い･・12P
　第8条　サービス利用料金の支払い
　第9条　利用料金の変更
第三章　事業者の義務・・・・・・・・12P

　第10条　事業者の記録作成・交付の義務

　第11条　守秘義務等

第３部　個人情報の使用に関する同意書（P16～19）


第1部 重要事項説明書
当事業所はご契約者に対して介護予防支援サービス及び介護予防ケアマネジメントを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
	介護予防支援とは：介護予防給付のみ又は介護予防給付と総合事業サービスを組み合わせた予防プランの作成をさします。
介護予防ケアマネジメントとは：介護予防給付を含まず、総合事業サービスのみの
ケアプラン作成をさします。
ケアプラン：ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をお伺いして
作成する介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおける
プラン（以下、ケアプランという。）


1. 事業者
（１）事業者　　　　　　　大月町
（２）所在地　　　　　　　高知県幡多郡大月町弘見2230番地

（３）電話番号　　　　　　０８８０－７３－１１１１

（４）代表者氏名　　　　　大月町長　岡田　順一
　 
2. 運営の目的と方針
介護保険法（平成9年法律第123号、以下「法」という。）第115条の46
第1項に基づき、地域の高齢者等の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことを業務とし、地域の高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的としています。サービスの実施にあたっては「よりその人がその人らしく生きられるよう」自立支援を心掛けたケアプランを作成します。また、適切、公平かつ中立なセンターの運営を心がけています。
3. 事業所の概要
（１）事業所の種類　　　　指定介護予防支援事業所
（２）事業の目的　　　　　要支援状態にある高齢者に対し、適切なケアプラン
作成を目的とする
（３）事業所の名称　　　　大月町地域包括支援センター

                          　　 平成18年4月1日指定　大月町第3902600018号
　　 （４）事業所の所在地　　　高知県幡多郡大月町弘見2230番地

　　 （５）電話番号　　　　　　０８８０－７３－１７００

　　 （６）管理者氏名　　　　　徳弘　多恵
　　 （７）当事業所の運営方針　利用者が要支援状態にあっても、可能な限りその居宅において、その能力に応じ自立した日常生活ができるようケアプランを作成する
（８）開設年月日　　　　　平成18年4月1日
４.事業実施地域及び営業時間

（１）通常の事業の実施地域　大月町全域

（２）営業日及び営業時間　

	営業日
	月～金（但し祝日・12月29日～1月3日を除く）

	受付時間
	月～金　　8時30分～17時15分

	サービス提供時間帯
	月～金　　8時30分～17時15分


５.職員の体制  
当事業所では、以下の職種の職員を配置しています。

【主な職員の配置状況】※職員の配置については、指定基準を遵守しています。  
	職　種
	人員

	１　管理者
	1名（常勤　1名）

	２　保健師又は看護師
	3名（常勤　1名、非常勤　2名）

	３　介護支援専門員
	3名（常勤　3名）

	４　作業療法士
	1名（常勤　1名）


６.当事業所が提供する介護予防支援の内容と利用料金

（１）介護予防支援の内容（契約書第3～6条）
１）ケアプランの作成

　　　　　ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、介護予防・介護予防ケアマネジメントのサービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等（以下｢介護予防サービス事業者等｣という。）が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、ケアプランを作成します。
２）ケアプランの交付

ケアプランを作成した際には、当該ケアプランに位置づけた介護予防
サービス等の担当者に交付します。 
ケアプランの作成の流れ



３）ケアプラン作成後の便宜の供与

〇ご契約者及びその家族等、介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行い、ケアプランの実施状況を把握します。

〇ケアプランの目標に沿ってサービスが提供されるよう介護予防サービス事業者等との連絡調整を行います。

〇事前にご契約者の意思を確認し、要支援認定の更新申請及び要介護認定申請等に必要な援助を行います。
〇要支援認定の更新申請はこの書面をもって了承を得たとし、代理申請を行います。
〇ご希望がある時はご契約者に連絡するのと同時にご家族等へ連絡を行います。
〇認定更新時にサービスを継続して使われる方は、認定申請の更新を代理で行います。ただし更新時に第1号事業のみ利用されている場合には認定更新の確認をさせていただきます。
４）ケアプランの変更

ご契約者がケアプランの変更を希望した場合、または事業者がケアプラン変更が
必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、ケアプランを変更
します。
５）ケアプランの評価

担当職員等は、ケアプランに位置づけた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価を行います。
６）介護保険施設への紹介

ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合
又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、契約者の要介護
認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の
提供を行います。
（２）テレビ電話装置等を活用したモニタリング
ご自宅で面談によるサービス担当者会議等をテレビ電話等での実施が可能になりました。生活の状況を確認させていただくため原則としてご自宅で開催しますが、下記の条件、メリット、デメリットを了解していただけた場合に限りテレビ電話装置等でサービス担当者会議等の実施ができます。
	・利用者の状況が安定していることを前提として実施します。

	・実施に当たっては、主治医及びサービス事業所等の合意を得ます。

	・６月に１回は利用者の居宅を訪問して面接を行います。

	・移動が不要であるため、ケアマネジャーとの日程調整が容易になります。

	・訪問者を自宅に迎え入れないため、利用者の心理的負担が軽減されます。

	・感染症が流行している状況でも、非接触での面談が可能になります。

	・利用者の健康状態や住環境等については、画面越しでは確認が難しいことから、
サービス事業担当者から情報提供を受けます。


（３）サービス利用料金（第8条参照）

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関するサービス利用料金に
ついては、事業者が法律の規定に基づき介護保険からサービス利用料金に相当する
給付を受領する場合（法定代理受領）は、ご契約者の自己負担はありません。

　　　但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は1か月ごとに計算しご請求しますので、翌月末日までにサービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。

利用料金　厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額によるものとする
（４）介護予防支援の業務範囲外の内容
ケアマネジャーは、ケアプランの作成やサービス調整等を行いますが、下記に示すような内容は業務範囲外となります。これらのご要望に対しては、可能な範囲で他の専門職等を紹介いたします。

	介護予防支援の業務範囲外
の内容
	・救急車、病院の付き添い
・入退院時の手続きや生活支援用品調達等の支援
・家事の代行業務
・直接の身体介護
・金銭管理


７．サービスの利用に関する留意事項
（１）担当職員の決定
サービス提供時に、当事業所及び委託先の指定居宅介護支援事業所のいずれかにおいて担当職員を決定します。サービス提供を行う事業所については、ご契約者と協議の上決定します。

（２）担当職員の交替（契約書第7条参照）

　１）事業者からの担当職員の交替

　　　事業者の都合により、担当職員を交替することがあります。

　　担当職員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生
じないよう十分に配慮するものとします。

２）ご契約者からの交替の申し出

　　選任された担当職員の交替を希望する場合には、当該担当職員が業務上不

適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に

対して担当職員の交替を申し出ることができます。但し、ご契約者から特定

の担当職員の指定はできません。
　（３）重要事項の変更
　　　　　重要事項説明書に記載した内容に変更が生じることが予想される場合や
変更された場合にはご契約者に書類を交付し口頭で説明、あるいは郵送し電話等で説明を行います。
　（４）ケアマネジメントの公正中立の確保について
　　　　　ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から以下について利用者に
説明を行います。
　　　　　契約前の上半期あるいは下半期の６ヶ月間に作成したケアプランにおける福祉用具貸与の各事業所の利用割合を提示します。
　（５）事故への対応について（契約書第18条参照）
　　　　　利用者が安心してサービスを受けられるように、事故発生に対しては相談
苦情事故対応マニュアルに沿って当該利用者の家族等に連絡し、必要な措置をとります。
　（６）従事者の健康管理と感染対応について
　　　　　当センターの職員は、日頃からの健康管理に留意し流行時には感染症対策を行うなどの対応を行い、職員に感染症の疑いがある場合および感染症発症時には利用者への感染予防のため訪問対応を控えるなどの必要な措置をとります。

８．医療との連携
　　　当センターと入院先医療機関との連携がスムースに図れるよう、利用者が入院した場合には担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を入院先の医療機関にお伝えください。（お渡しした名刺等をご提示ください）。
　　　訪問型サービス事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治医や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。
９．ハラスメントについて
　　　　適切な介護予防支援を提供する視点から大月町地域包括支援センター指針に従い、利用者またはその家族等により次のようなハラスメント行為によって地域包括支援センター職員の就業環境が害されないよう必要な措置を講じます。
	身体的暴力
	身体的な力を使って危害を及ぼす行為
例）物を投げる、叩く、怒鳴る、唾を吐くなど

	精神的暴力
	個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけられたりおとしめたりする行為
例）怒鳴る、威圧的な態度で文句を言い続ける、理不尽なサービスの要求など

	セクシュアル
ハラスメント
	意に沿わない性的誘いかけ、好意的な態度の要求等性的な嫌がらせ
例）必要もなく身体を触る、抱きしめる、卑猥な行動を繰り返す


　１０．虐待防止のための措置
　　　　高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に関する下記の措置を講じます。
（1） 虐待防止委員会の開催
（2） 高齢者虐待防止のための指針の整備
（3） 虐待防止研修の実施
（4） 専任担当者の配置
虐待防止に関する担当者　　　　　　前田　順子
　１１．業務継続に向けた取り組み
　　　　感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して介護予防支援提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練を実施します。
１２．　感染症の予防及びまん延の防止のための措置
　　　　感染症の予防及びまん延の防止できるよう、下記の措置を講じます。
（1） 感染対策委員会の開催
（2） 感染症の予防及びまん延のための指針の整備
（3） 感染症の予防及びまん延のための研修の計画及び実施
（4） 専任担当者の配置
感染症防止に関する担当者　　　　　　清水　今日花
１３．身体拘束等の原則禁止
　　　　利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、身体的拘束を行いません。身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
１４．苦情の受付について（契約書第17条参照）

（１）苦情の受付

　当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

○苦情受付窓口（担当者）

 　　　　　　〔職名〕　管理者　徳弘　多恵
　　　　　　○受付時間　　毎週月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　　　　　　　　８：３０～１７：１５
（２）行政機関その他苦情受付機関　 毎週月曜日～金曜日(祝日、年末年始を除く)  

	大月町健康福祉課
大月町地域包括支援センター
	所在地　　大月町弘見2230番地
電話番号　０８８０－７３－１７００
受付時間　　8：30～17：15

	高知県国民健康保険団体連合会
	所在地　　高知市丸の内２－６－５
電話番号　０８８－８２０－８４１０

受付時間　　9：00～12：00　　　　　　
　　　　　 13：00～16：00


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【説明確認欄】

説明日　令和　　　年　　　月　　　日
　

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントのサービス提供開始に際し、
本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
介護予防支援事業所　大月町地域包括支援センター

説明者
職名  　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　
　私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントのサービス提供開始に同意しました。
利用者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
代筆者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
本人との関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 第２部　利用契約書
サービス利用者（以下「契約者」という。）と大月町地域包括支援センター（以下「事業者」という。）は、契約者が事業者から提供される介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを受けることについて、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結します。

第1章 総則
（契約の目的及び内容）
第1条　事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、介護予防サービス・支援計画書の作成及びサービス事業者及び関係機関等との連絡調整其の他の便宜を提供します。
（契約期間）
第２条　本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要支援認定の有効期間満了日または、第一号事業サービス終了までとします。
２　契約期間満了の7日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は介護保険の更新に伴い自動更新されるものとします。
（介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントにおけるケアプラン（以下、
「ケアプラン」という。）の決定）
第３条　事業者は、保健師その他指定介護予防支援に関する知識を有する職員（以下、「担当職員」という。）にケアプランの作成に関する業務を担当させるものとします。

２　担当職員は、ケアプランの作成の開始にあたっては、当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して提供して、契約者にサービスの選択を求めるものとします。

３　担当職員は、契約者の日常生活全般を支援する観点から、予防給付の対象外となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を含めてケアプランに位置づけるよう努めます。

４　担当職員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだケアプランの原案を作成します。

５　担当職員は、前項で作成したケアプランの原案に盛り込んだ指定介護予防サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。
（ケアプラン作成後の便宜の供与）
第４条　事業者は、ケアプラン作成後においても、次の各号に定める介護予防支援を
提供するものとします。

１） 契約者及びその家族等、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行い、ケアプランの実施状況を把握します。

２）ケアプランの目標に沿ってサービスが提供されるよう指定介護予防サービス事業者等との連絡調整を行います。

３）契約者身体の状況にあわせ契約者の意思を踏まえて、必要に応じ要支援認定の更新申請等に必要な援助を行います。　

（ケアプランの変更）
第５条　契約者がケアプランの変更を希望した場合、または事業者がケアプランの変更が必要と判断した場合は、事業者と契約者双方の合意に基づき、ケアプランを変更しサービス事業所への連絡調整を行います。計画書の範囲内で変更の希望する場合は速やかにサービス事業所への連絡調整を行います。
（介護保険施設への紹介）
第６条　事業者は、契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は契約者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、契約者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとします。

（担当職員の交替等）
第７条　事業者は、必要に応じ、担当職員を交替することができます。但し、その場合には、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

２　契約者は、事業者が任命した担当職員の交替を希望する場合には、当該担当職員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して担当職員の交替を申し出ることができます。
第二章　サービスの利用と料金の支払い

（サービス利用料金の支払い）
第８条　事業所の提供する介護予防支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合は、契約者の自己負担はありません。

２　但し、契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、契約者は重要事項説明書に定めるサービス利用料金の全額を事業者に対し、いったん支払うものとします。
（利用料金の変更）
第９条　第８条に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。

第三章　事業者の義務

（事業者の記録作成・交付の義務）
第10条　事業者は、利用者との合意の下でケアプランを作成し利用者にその写しを交付します。ケアプランに変更が生じる場合には、必要に応じて追記・修正し利用者に説明のうえ、その写しを交付します。
２　事業者は、契約者に対する介護予防支援の実施について記録や書類を整備し契約完結の日から５年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧に供し又はその写しを交付するものとします。
（守秘義務等）
第11条　事業者、担当職員又は従業員は、介護予防支援を提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。

２　前項にかかわらず、契約者に係るサービス担当者会議での利用など正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第四章　損害賠償（事業者の義務違反）

（損害賠償責任）
第12条　事業者は、本契約に基づく介護予防支援の実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第11条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。

２　但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。

第五章　契約の終了

（契約の終了事由、契約終了に伴う援助）
第13条

　契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。

　一　契約者が死亡した場合

二　要介護認定又は要支援認定により、契約者の心身の状況が要介護又は自立と判定され第一号事業サービスの利用をしない場合

三　契約者が介護保険施設に入所した場合

四　事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合

五　事業者が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合

六　第14条から第16条に基づき本契約が解約又は解除された場合

（契約者からの中途解約）

第14条　契約者は、本契約の有効期間中本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。

２　契約者は、事業者が作成したケアプランに同意できない場合は、本契約を即時に解約することができます。
（契約者からの契約解除）
第15条　契約者は、事業者もしくは担当職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。

一　事業者もしくは担当職員が正当な理由なく本契約に定めるサービス提供を怠ったとき
　二　事業者もしくは担当職員が第11条に定める守秘義務に違反した場合

三　事業者もしくは担当職員が故意又は過失により契約者もしくはその家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合

（事業者からの契約解除）

第16条　事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。

一　サービス提供に際し、契約者が、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

二　契約者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは担当職員の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

第六章　その他
（苦情処理）
第17条　事業者は、その提供した介護予防支援に関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
（事故発生時の対応）

第18条　事故発生に対しては、相談苦情事故対応マニュアルに沿った対応を行います。
（協議事項）

第19条　本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、事業者の記名、契約者等の署名のうえ、各1通を保有するものとします。

契約日　令和　　　年　　　月　　　日

但し、契約日に継続中の居宅介護支援契約がある場合、その契約が失効する翌日より効力を持つものとする。
事業者　住所　　　　　大月町弘見2230番地

　　　　　　　　　　　　事業者名　　　大月町地域包括支援センター

　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　大月町長　岡　田　順　一
　　　　　　　　　契約者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代筆者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
契約者との関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第３部　個人情報の使用に関する同意書
個人情報の使用に関する同意書
大月町地域包括支援センターとの利用契約を締結するにあたり、上記の個人情報使用の目的・期間・条件について、これを必要最小限の範囲で使用されることに同意します。

以上のとおり同意したことを証するため、本書を2通作成し、利用者あるいは代筆者が署名、事業所が記名の上、1通ずつ保有するものとします。

※尚、個人情報の使用につきましては平成17年4月1日より施行されております「個人情報保護法」に則り運用しております。

記入日　令和　　　年　　　月　　　日

（利用者）住　所　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　  
（代筆者）氏　名　　　　　　　　　　　　　 　 
（利用者家族等）住　所                              
氏　名　　　　　　　　　　　　　 　 
契約者とのご関係
（事業者）事業者名　大月町地域包括支援センター
大月町長　　　　　　　　　　岡　田　　順　一
（説明者）事業所名　大月町地域包括支援センター
職名　　　　　　　　氏名　　　　　　　　
別記１－１

「個人情報の保護」についてのお知らせ

　平成１７年４月１日より、「個人情報保護法」が施行されました。

　当事業所では、利用者の方に対する「個人情報」の取り扱いについて今までも十分な注意をはらっておりました。しかし、「個人情報保護法」の施行に伴って介護保険事業所の責任が明確化され、当事業所においても今まで以上に利用者の方に安心して介護予防サービスを利用していただけるよう、「個人情報」の取り扱い方法を見直すこととなりました。

　今後とも法律を遵守しつつ、万全の体制で取り組ませていただきます。

＜個人情報の利用目的について＞

　当事業所では、利用者の皆様の「個人情報」を下記の目的で利用させていただきます。これら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改めて利用者の皆様から同意をいただくことにしております。

＜個人情報の開示・訂正・利用停止について＞

当事業所では、利用者の皆様の「個人情報」の開示・訂正・利用停止等につきましても「個人情報保護法」の規定に従って進めております。

手続きの詳細のほかご不明な点がございましたら、窓口までお気軽にお尋ねください。

当事業所における利用者の皆様の個人情報の利用目的

１．当事業所内での利用
（１）ケアプランの策定
（２）情報提供
　　・審査支払期間（国保連合会）への給付管理票・介護給付費請求書の提出
・審査支払期間（国保連合会）または保険者（市町村）からの紹介への回答
（３）介護保険事務
・保険事務の委託
（４）当事業所の管理運営業務のうち利用に関する契約等の管理

（５）損害賠償保険などに係る保険会社等への相談または届出
２．事業所外への情報提供としての利用
（１）当事業所が利用者等に提供する居宅介護予防支援サービスのうち、
　　・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答
　　・利用者の診療にあたり、主治医等の意見・助言を求める場合
・主治医等の医療機関等との情報の共有
３．その他の利用　

（１）外部監査機関への情報提供

（２）利用者の診療等に当たり、医療機関へ紹介する場合

（３）地域ケア会議、地域ケア個別会議及び総合事業におけるケース検討及びサービス等の検討のための情報提供

第四章　損害賠償（事業者の義務違反）・13P


　第12条　損害賠償責任





第五章　契約の終了・・・・・・・・・13P


第13条　契約の終了事由、契約終了に


伴う援助


　第14条　契約者からの中途解約


　第15条　契約者からの契約解除


　第16条　事業者からの契約解除





第六章　その他・・・・・・・・・・・14P


　第17条　苦情処理


　代18条　事故発生時の対応


　第19条　協議事項





当事業所は介護保険の指定を受けています。


（大月町指定　第3902600018号）











事業者は、担当職員または委託先の指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員（以下、担当職員等）がケアプランの作成に関する業務を担当します。








④担当職員等は、前項で作成したケアプランの原案に盛り込んだ介護予防サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について契約者およびその家族等に対して説明し、契約者の同意を得たうえで決定するものとします。





ケアプラン作成








②ケアプランの作成の開始にあたって、当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者またはその家族等に対して提供し、契約者にサービスの選択を求めます。








③担当職員等は、契約者およびその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、契約者および家族の意向を踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための目標の留意点、契約者および介護予防サービス事業者等が目標を達成するために行うべき支援内容およびその期間等を、盛り込んだケアプランの原案を作成します。








1．個人情報を使用する目的


ご利用者により良いサービス提供を行うために、ケアプランの策定や各関係機関等との連絡調整等（別記１－１）の必要がある場合に使用します。


2．使用する期間


利用契約書　第2条（契約期間）に準じる期間となります。


3．条　件


利用契約書　第10条（事業者の記録作成・交付の義務）に準じて個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないように細心の注意を払います。
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